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 環境基本法は、環境行政の基本姿勢を示したもので、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する

上で維持することが望ましい基準として環境基準を設定している。同法に基づき、水質汚濁防止法が

制定され、工場や事業場から公共用水域に排出される水を規制している。下水道法は公共下水道に排

出される水を規制し、かつ水質汚濁防止法の規制と整合することにより、公共用水域の水質保全効果

を高めている。 

 また、平成 12 年１月にダイオキシン類対策特別措置法が施行され、ダイオキシン類を排出するおそ

れのある施設が規制を受けるようになっている。 

 

（１）水質汚濁に係る環境基準 

①人の健康の保護に関する環境基準 

項    目 基 準 値  項    目 基 準 値 
カドミウム 0.003 ㎎／L 以下 1,1,2-トリクロロエタン 0.006 ㎎／L 以下 

全シアン 検出されないこと トリクロロエチレン 0.01 ㎎／L 以下 

鉛 0.01 ㎎／L 以下 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎／L 以下 

六価クロム 0.02 ㎎／L 以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002 ㎎／L 以下 

砒素 0.01 ㎎／L 以下 チウラム 0.006 ㎎／L 以下 

総水銀 0.0005 ㎎／L 以下 シマジン 0.003 ㎎／L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと チオベンカルブ 0.02 ㎎／L 以下 

PCB 検出されないこと ベンゼン 0.01 ㎎／L 以下 

ジクロロメタン 0.02 ㎎／L 以下 セレン 0.01 ㎎／L 以下 

四塩化炭素 0.002 ㎎／L 以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  10 ㎎／L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004 ㎎／L 以下 ふっ素 0.8 ㎎／L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1 ㎎／L 以下 ほう素 1 ㎎／L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 ㎎／L 以下 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎／L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1 ㎎／L 以下  

 

備考 

  １．基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 

  ２．「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の

定量限界を下回ることをいう。 

  ３．海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 

  ４．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本工業規格 JISK0102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6

により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと、43.1 により測定された亜硝酸イ

オンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

 

ダイオキシン類に係る環境基準 

媒   体 環境基準 

水   質 

（水底の水質を除く） 
１pg―TEQ／L 以下 

備考 

１．基準値は、2,3,7,8-四塩化ｼﾞﾍﾞﾝｿﾞ-ﾊﾟﾗ-ｼﾞｵｷｼﾝの毒性に換算した値とする。 

２．基準値は、年平均値とする。 

   

Ⅸ 参考資料 

 １ 水質規制に関する法令体系 
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②生活環境の保全に関する環境基準 

（ア）河  川（湖沼を除く） 

pH・BOD 等 

 

（注）１．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

２．水 道 １級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

      〃  ２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

      〃  ３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

   ３．水 産 １級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

      〃  ２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 

      〃  ３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

   ４．工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

      〃  ２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

      〃  ３級：特殊の浄水操作を行うもの 

   ５．環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

 

 

 

項

目 

 

 

類

型 

 

利用目的の 

 

適 応 性 

基       準       値 

該当水域 
水素イオン 

濃   度 

（pH） 

生物化学的 

酸素要求量 

（BOD） 

浮遊物質量 

（SS） 

溶存酸素量 

（DO） 
大腸菌数 

Ａ 

Ａ 

水 道 １級 

自然環境保全及

び A 以下の欄に

掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
１㎎/L 以下 25 ㎎/L 以下 7.5 ㎎/L以上 

20ＣＦＵ 

/100ｍL 以

下 

水 域 類 型

ご と に 指

定 す る 水

域 

Ａ 

水 道 ２ 級 

水 産 １ 級 

水     浴 

及び B 以下の欄 

に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
2 ㎎/L 以下 25 ㎎/L 以下 7.5㎎/L以上 

300ＣＦＵ 

/100ｍL 以

下 

Ｂ 

水 道 ３ 級 

水 産 ２ 級 

及び C 以下の欄 

に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
3 ㎎/L 以下 25 ㎎/L 以下 5 ㎎/L 以上 

1,000ＣＦＵ 

/100ｍL 以

下 

Ｃ 

水 産 ３ 級 

工 業 用 水 １ 級 

及び D 以下の欄 

に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
5 ㎎/L 以下 50 ㎎/L 以下 5 ㎎/L 以上   ― 

Ｄ 

工業用水２級 

農 業 用 水 

及び E の欄に 

掲げるもの 

6.0 以上 

8.5 以下 
8 ㎎/L 以下 100㎎/L 以下 2 ㎎/L 以上   ― 

Ｅ 
工業用水３級 

環 境 保 全 

6.0 以上 

8.5 以下 

10 ㎎/L 以

下 

ごみ等の浮遊

が認められな

いこと 

2 ㎎/L 以上   ― 

備  考 

 １．基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日間平均値の

全データをその値の小さいものから順に並べた際の 0.9×n 番目（n は日間平均値のデータ数）のデータ値（0.9

×n が整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））とする。 

 ２．農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5 ㎎/L 以上とする。 

 ３．水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌  

数 100ＣＦＵ/100ｍL 以下とする。 

 ４．水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない。 

 ５．大腸菌数に用いる単位はＣＦＵ（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100ｍL とし、大腸菌を培地で

培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 
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（イ）海  域 

pH・COD 等 

 

類 

 

型 

利用目的の適応性 基   準   値 

自

然

環

境

保

全 

水

浴 

水産 

工

業

用

水 

環

境

保

全 

水素イオン 

濃度 

（pH） 

化学的酸素 

要求量 

（COD） 

溶存酸素量 

（DO） 
 大腸菌数 

ｎ－ﾍｷｻﾝ 

抽出物質 

（油分等） 
１ 

級 

２ 

級 

A ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
7.8 以上 

8.3 以下 

2 ㎎/L 以下 7.5 ㎎/L 以上 
300ＣＦＵ

/100mL 以下 
検出されないこと 

B    ○ ○ ○ 3 ㎎/L 以下 5 ㎎/L 以上 

― 

C      ○ 
7.0 以上 

8.3 以下 
8 ㎎/L 以下 2 ㎎/L 以上 ― 

備 考  １．自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数 20ＣＦＵ/100ｍL 以下とする。 

２．基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日間平

均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の 0.9×n 番目（n は日間平均値のデータ数）の

データ値（0.9×n が整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））とする。 

３．大腸菌数に用いる単位はＣＦＵ（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100ｍL とし、大腸菌を培

地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 

 
 

（注）１．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

   ２．水 産 １級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用 

      〃  ２級：ボラ、ノリ等の水産生物用 

   ３．環 境 保 全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

 

 
窒素・燐 

類 

 

 

型 

利 用 目 的 の 適 応 性  基  準  値 

該当水域 

自

然

環

境

保

全 

水

浴 

水 産 

工

業

用

水 

生

物

生

息

環

境

保

全 

全 窒 素 全    燐 

１

種 

２

種 

３

種 

Ⅰ ○ ○ ○   ○ ○ 0.2 ㎎／L 以下 0.02 ㎎／L 以下 
水域類型ごと

に指定する水

域 

Ⅱ  ○ ○   ○ ○ 0.3 ㎎／L 以下 0.03 ㎎／L 以下 

Ⅲ    ○  ○ ○ 0.6 ㎎／L 以下 0.05 ㎎／L 以下 

Ⅳ     ○ ○ ○ １㎎／L 以下 0.09 ㎎／L 以下 

備 考 １．基準値は、年間平均値とする。 

    ２．水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域につ

いて行うものとする。 
 

（注）１．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

   ２．水 産 １種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される  

       〃 ２種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される 

       〃 ３種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される 

   ３．生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度 
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③市内河川及び海域の環境基準類型指定状況 

 
 

［達成期間］ 

 イ．直ちに達成 

 ロ．5年以内で可及的速やかに達成 

 ハ．5年を越える期間で可及的速やかに達成 

 ニ．段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。 

［類型指定年月日］ 

・ 博多湾及び博多湾流入河川  平成 08 年 06 月 14 日 

・ 筑前海水域         平成 13 年 10 月 31 日 
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（２）水質汚濁防止法の排水基準 

①排水基準を定める総理府令抜すい                          表１ 

項      目 
許  容  限  度 

一律排水基準（注１） 上乗せ排水基準（注２） 

水素イオン濃度(pＨ) 5.8～8.6(海域：5.0～9.0)  

生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) 160 ㎎／L(日間平均 120) 表  3  参  照 

化学的酸素要求量(ＣＯＤ) 160 ㎎／L(日間平均 120) 〃 

浮遊物質量(ＳＳ) 200 ㎎／L(日間平均 150) 〃 

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油類含有量） 5 ㎎／L 〃 

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) 30 ㎎／L 〃 

フェノール類含有量 5 ㎎／L 〃 

銅含有量 3 ㎎／L  

亜鉛含有量 2 ㎎／L(注 3)  

溶解性鉄含有量 10 ㎎／L  

溶解性マンガン含有量 10 ㎎／L  

クロム含有量 2 ㎎／L  

大腸菌群数 日間平均 3,000 個／cm3  

窒素含有量(注 4) 120 ㎎／L(日間平均 60)  

燐含有量(注 4) 16 ㎎／L(日間平均 8)  

  表２ 
有  害  物  質  の  種  類 許   容   限   度 

カドミウム及びその化合物 0.03 ㎎／L   

シアン化合物 1 ㎎／L   

有機燐化合物(ﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ及びＥＰＮに限る) 1 ㎎／L   

鉛及びその化合物 0.1 ㎎／L   

六価クロム化合物 0.2 ㎎／L   

砒素及びその化合物 0.1 ㎎／L   

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 ㎎／L   

アルキル水銀化合物 検出されないこと  

ポリ塩化ビフェニル 0.003 ㎎／L   

トリクロロエチレン 0.1 ㎎／L   

テトラクロロエチレン 0.1 ㎎／L   

ジクロロメタン 0.2 ㎎／L   

四塩化炭素 0.02  ㎎／L   

1,2-ジクロロエタン 0.04  ㎎／L   

1,1-ジクロロエチレン 1  ㎎／L   

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4  ㎎／L   

1,1,1-トリクロロエタン 3  ㎎／L   

1,1,2-トリクロロエタン 0.06  ㎎／L   

1,3-ジクロロプロペン 0.02  ㎎／L   

チウラム 0.06  ㎎／L   

シマジン 0.03  ㎎／L   

チオベンカルブ 0.2  ㎎／L   

ベンゼン 0.1  ㎎／L   

セレン及びその化合物 0.1  ㎎／L   

ほう素及びその化合物 10(230) ㎎／L (注 5) 

ふっ素及びその化合物 8(15) ㎎／L (注 5) 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 100   ㎎／L (注 6) 

1,4-ジオキサン 0.5  ㎎／L   
（注）１．一律排水基準とは、水質汚濁防止法第 3条第 1項に規定する排水基準のことである。 

２．上乗せ排水基準とは、水質汚濁防止法第 3 条第 3項の規定に基づく排水基準を定める条例（昭和 48 年 3 月 31 日福岡 

県条例第 8号）に定める排水基準のことである。 

３．一部の特定事業場には、暫定基準の適用有り。 

４．窒素又は燐の排水規制については、環境大臣が定める湖沼・海域及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水 

に限って適用する。本市においては、博多湾が窒素含有量及び燐含有量についての排出基準に係る海域に指定されて 

いる。燐含有量についての排水基準に係る環境大臣が定める湖沼は背振ダム貯水池、曲渕ダム貯水池、及び長谷ダム 

貯水池であり、窒素含有量についての排水基準に係る湖沼は背振ダム貯水池が指定されている。 

５．海域以外の公共用水域に排出される場合は左の数値、海域に排出される場合はカッコ内の数値を適用。 

６．アンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。 

７．表 1に掲げる排水基準は、1日当りの平均的な排出水の量が 50 ㎥以上である工場又は事業場に係る排出水について 

適用し、表 2の排水基準は全ての特定事業場に適用する。 
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（３）水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例 

博多湾水域に係る上乗せ排水基準（県条例第３条 別表第４）              表３ 

 

フェノール

事 業 場 業　種 (施設) 動植物 鉱油類 類含有量

油脂類 含有量 (㎎／L )

含有量

日間 最大 日間 最大 日間 最大 最大 最大 最大

平均 平均 平均

一
20 30 20 30 70 100

60 80 80 100 15

60 80 60 80 80 100

60 80 70 100

60 80 60 80

30 45 90 120

90 120 120 150

20 30 70 100

1

90 120 120 150

30 45 90 120

90 120 120 150

20 30 20 30 70 100 20 1

二
20 30 20 30 70 100

90 120 90 120 120 150 20

50 70
60 80 60 80 70 100

処理対
象人員
が2001
人以上

30 45 70 100

処理対
象人員
が2000
人以下

60 80 90 120

30 45 70 100

20 30 70 100
90 120 90 120 120 150
30 45 70 100
20 30 70 100
90 120 90 120 120 150

20 30 20 30 25 30 2 2 1

40 50 40 50 50 70 10 2 1

60 80 60 80 70 100 15 2 1

（㎎／L）（㎎／L）

１日の通常の排
出水の量が500
㎥未満のもの

１日の通常の排
出水の量が500
㎥以上2000㎥未
満のもの

１日の通常の排
出水の量が2000
㎥以上のもの

セメント製品製造業

と蓄業

し尿浄
化槽

し尿
処理
施設

その他のし尿処
理施設

その
他の
施設

下水道終末処理施設

その他の施設

追加指定施設

下水道終末処理施設

し尿処理施設

那珂川、御笠
川及び河口海
域（福岡市博
多区沖浜町中
央ふ頭西端、
同市中央区那
の津５丁目須
崎ふ頭北端及
び同市博多区
築港本町博多
ふ頭西端を上
記の順に結ん
だ直線並びに
同市博多区築
港本町博多ふ
頭西端から同
市博多区沖浜
町中央ふ頭西
端に至る海岸
線によって囲
まれた海域に
限る。）並び
にこれらに流
入する公共用
水域に排出水
を排出する特
定事業場

全   業   種下水道整備地域に
所在するもの

畜産食料品製造業、水
産食料品製造業及び飲
料製造業

新規事業
場（昭和
４８年４
月２日以
後に特定
事業場と
なった事
業場）

し尿
処理
施設

下水道終末処理施設

合成樹脂製造業

その他の施設

下水道整備地域に
所在するもの

下水道整
備地域以
外の地域
に所在す
るもの

一を除く博多
湾水域に排出
水を排出する
特定事業場

既設事業
場（昭和
４９年８
月１日以
前に特定
事業場と
なった事
業場）

新規事業
場（昭和
４９年８
月２日以
後に特定
事業場と
なった事
業場）

その他の施設

追加指定施設

項目及び物質並びにその許容限度

下水道整
備地域以
外の地域
に所在す
るもの

畜産食料品製造業、水
産食料品製造業、小麦
粉製造業、パン製造
業、菓子製造業、飲料
製造業、ぶどう糖製造
業、水あめ製造業、繊
維製品製造業及びと蓄
業

全   業   種

合併処理

単独処理

砂糖製造業

パルプ製造業及び紙製
造業

写真現像業

既設事業
場（昭和
４８年４
月１日以
前に特定
事業場と
なった事
業場）

n-hex(㎎／L )

し尿処理施設

ＳＳＣＯＤＢＯＤ

（㎎／L）
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備 考 

１． 一の項において「既設事業場」とは、昭和 49 年改正政令による改正前の施行令別表第一に掲げ

る施設を設置している特定事業場であって、昭和 48年 4 月１日以前に当該施設を設置し又は設

置の工事に着手していたものをいい、同項において「新規事業場」とは、これら以外の特定事業

場をいう。 

２． 二の項において「既設事業場」とは、昭和 49 年改正政令による改正前の施行令別表第一に掲げ

る施設を設置している特定事業場であって、昭和 49 年 8 月１日以前に当該施設を設置し又は設

置の工事に着手していたものをいい、同項において「新規事業場」とは、これら以外の特定事

業場をいう。  

３． 「追加指定施設」とは、次に掲げる特定施設をいう。 

（１）施行令別表第１号 66 号の 3 及び第 71 号の 2 に掲げる施設であって、昭和 49 年 12 月 1 日以

前に設置し、又は設置の工事に着手していたもの。 

（２）施行令別表第１第 64 号の 2及び第 69 号の 2 に掲げる施設であって、昭和 51 年 6月１日以前

に設置し、又は設置の工事に着手していたもの。 

（３）施行令別表第１第 68 号の 2 及び第 71 号の 3 に掲げる施設であって、昭和 54 年 5 月 10 日以

前に設置し、又は設置の工事に着手していたもの。 

（４）施行令別表第１第 18 号の 2、第 18 号の 3、第 21 号の 2 から第 21 号の 4 まで、第 23 号の 2、

第 51 号の 2、第 51 号の 3、第 63 号の 2、第 70 号の 2及び第 71 号の 4 に掲げる施設であって、

昭和 57 年 1 月 1 日以前に設置し、又は設置の工事に着手していたもの。 

（５）施行令別表第 1 第 69 号の 3 に掲げる施設であって、昭和 57 年 7 月 1 日以前に設置し、又は

設置の工事に着手していたもの。 

（６）施行令別表第 1 第 66 号の 4 から第 66 号の 8 に掲げる施設であって、昭和 63 年 10 月 1 日以

前に設置し、又は設置の工事に着手していたもの。 

（７）施行令別表第 1 第 71 号の 5及び第 71 号の 6 に掲げる施設であって、平成 3 年 10 月１日以前

に設置し、又は設置の工事に着手していたもの。 

（８）施行令別表第 1 第 63 号の 3 に掲げる施設であって、平成 13 年 7 月 1 日以前に設置し、又は

設置の工事に着手していたもの。 

４． 生物化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域以外の公共用水域に排出される排出水及

びし尿処理施設又は下水道終末処理施設を設置する特定事業場から排出される排出水に限って

適用し、化学的酸素要求量に係る上乗せ排水基準は、海域に排出される排出水（し尿処理施設

又は下水道終末処理施設を設置する特定事業場から排出される排出水を除く。）に限って適用

する。ただし、一の項に係る上乗せ排水基準については、この規定を適用しない。 

５． 下水道整備地域に所在するものの上乗せ排水基準の適用については、次のとおりとする。 

（１）下水道整備地域に所在するものの上乗せ排水基準は、一の特定事業場がそれ以外の地域に所

在するとした場合における上乗せ排水基準に比べ、厳しい場合に限って適用する。   

（２）下水道整備地域に所在していなかった特定事業場が下水道整備地域に所在することとなった

場合においては、当該地域につき終末処理場による下水の処理が開始された後１年を経過し

た日から適用する。 

６． 一の特定事業場が 2 以上の業種（施設）に該当する場合における上乗せ排水基準の適用は次の

とおりとする。 

（１）施行令別表第 1 第 66 号の 3、第 66 号の 6、第 66 の 7、第 66 号の 8、第 68 号の 2 又は第 71

号の 2 に掲げる施設を設置する特定事業場（製造業に係る特定事業場を除く。）が施行令別

表第 1 第 72 号に掲げるし尿処理施設を設置する場合にあっては、既設事業場及び新規事業の

区分にかかわらず、当該し尿処理施設につき定められた上乗せ排水基準を適用する。 

（２）（１）以外の特定事業場にあっては、当該事業場の主たる業種（製造業に係る特定事業場に

あっては工業出荷額の数値が最大のものをいう。）に係る特定施設につき定められた上乗せ

排水基準を適用する。ただし、既設事業場において、既設事業場に係る施設以外の施設が特

定施設として設置され、又は追加指定施設となった場合においては、既設事業場に係る上乗

せ排水基準を適用する。 
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筑前海水域に係る上乗せ排水基準（県条例第３条 別表第６） 

 

 

 

事   業   場 

 

 

 

業  種（  施  設  ） 

項目及び物質並びにその許容限度 

 

BOD または

COD 

（ ㎎／L ） 

 

ＳＳ 

（ ㎎／L ） 

ｎ－ｈeｘ 

（ ㎎／L ） 

ﾌｪﾉｰﾙ

類含有

量 

 

（㎎／L）

動植物 

油脂類 

含有量 

鉱油類 

 

含有量 

日間 

平均 

最大 日間 

平均 

最大 最大 最大 最大 

下水道整備地域に

所在する特定事業

場 

全    業    種  

20 

 

30 

 

70  

 

100 

   

下水道

整備地

域以外

の地域

に所在

する特

定事業

場 

既設事業場

（ 昭 和 53

年 1 月 1 日

以前に特定

事業場とな

っ た 事 業

場） 

  

食料品 

製造業 

１日 の通 常の

排出 水の 量が

500 ㎥  以上

のもの 

  

60 

 

80 

 

 70 

 

100 

   

１日 の通 常の

排出 水の 量が

500 ㎥未満の

もの 

 

90 

 

120 

 

120 

 

150 

   

金属製品製造業、酸又はア

ルカリによる表面処理施

設及び畜房施設 

 

 60 

 

80 

 

 70 

 

100 

   

し尿処理施設 30 45  70 100    

下水道終末処理施設  20 30  70 100    

その他の施設  90 120 120 150    

新規事業場

（ 昭 和 53

年 1 月 2 日

以後に特定

事業場とな

っ た 事 業

場） 

し尿処理施設  30 45  70 100    

下水道終末処理施設  20 30  70 100    

追加指定施設  90 120 120 150    

そ の

他 の

施設 

１日の通常の排出

水の量が 2，000㎥
以上のもの 

 

 20 

 

30 

 

 25 

 

30 

 

  2 

 

   2 

 

  1 

１日の通常の排出

水の量が 500 ㎥以

上 2，000㎥未満の

もの 

 

 40 

 

50 

 

 50 

 

70 

 

 10  

 

   2 

 

  1 

１日の通常の排出

水の量が 500 ㎥未

満のもの 

 

 60 

 

80 

 

 70 

 

100 

  

 15 

  

   2 

 

  1 

備 考 

１． 「既設事業場」とは、瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政

令（昭和 54 年政令第 132 号）による改正前の水質汚濁防止法施行令別表第 1 に掲げる施設を設置している

特定事業場であって、昭和 53 年 1 月 1 日以前に当該施設を設置し、又は設置の工事に着手していたものを

いい、「新規事業場」とは、これら以外の特定事業場をいう。 

２． 「追加指定施設」とは、博多湾水域に係る上乗せ排水基準（県条例第 3条 別表第 4）備考 3に掲げる特定

施設をいう。 

３． 博多湾水域に係る上乗せ排水基準（県条例第 3条 別表第 4）備考 4から 6までの規定は、この表に掲げる

上乗せ排水基準について準用する。 
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（４）ダイオキシン類対策特別措置法の排出基準 

平成 12 年 1 月 15 日にダイオキシン類対策特別措置法が施行され、下表のとおり、規制を受け

る特定施設や排出基準が規定されている。 

なお、下水道法施行令についても、ダイオキシン類対策特別措置法の施行とともに改正され、

下水道へ排水を流す施設についても同様の規制を受けるようになっている。 

 

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設及び排出基準 

（ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第２に基づく特定施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１ 別表第 1第 5号に掲げる廃棄物焼却炉 

廃棄物焼却炉であって、火床面積（廃棄物の焼却施設に 2 以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあ

っては、それらの火床面積の合計）が 0.5 ㎡以上又は焼却能力（廃棄物の焼却施設に 2 以上の廃棄物焼却

炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計）が 1時間あたり 50kg 以上のもの 

※２ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 300 号） 

第 7条第 12 号の 2 及び第 13 号 

第 12 号の 2 廃ＰＣＢ等又はＰＣＢ処理物の分解施設 

第 13 号 ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物の洗浄施設又は分離施設 

※３ 排出基準に関する留意事項 

・基準は許容限度を示しており、その単位は、pg-TEQ/ℓ 

・同一事業場内に複数の特定施設があり、それらの排水系統が同じである場合で特定施設につき異なる排

出基準が定められているときは、それらの排出基準のうち最大の許容限度の基準を適用する。 

特定施設

番　　号
特定施設の種類 排出基準

1
硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）又は亜硫酸パルプ（サルファイトパルプ）の製造の用に供する塩素又は塩素

化合物による漂白施設
2 カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設

3 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち，廃ガス洗浄施設
4 アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち，廃ガス洗浄施設

5
担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。）の用に供する焼成炉から発生するガスを
処理する施設のうち，廃ガス洗浄施設

6 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設

7
カプロラクタムの製造（塩化ニトロシルを使用するものに限る。）の用に供する施設のうち，次に掲げるもの

　　（イ）硫酸濃縮施設　（ロ）シクロヘキサン分離施設　（ハ）廃ガス洗浄施設

8
クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち，次に掲げるもの

　　（イ）水洗施設　（ロ）廃ガス洗浄施設

9
4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち，次に掲げるもの

　　（イ）ろ過施設　（ロ）乾燥施設　（ハ）廃ガス洗浄施設

10
2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち，次に掲げるもの

　　（イ）ろ過施設　（ロ）廃ガス洗浄施設

11

8,18-ジクロロ-5,15-ジエチル-5,15-ジヒドロジインドロ[3,2-b:3´,2´-m] トリフェノジオキサジン（別名ジ

オキサジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という。）の製造の用に供する施設
のうち，次に掲げるもの

　　（イ）ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設
　　（ロ）ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設

　　（ハ）ジオキサジンバイオレット洗浄施設　（ニ）熱風乾燥施設

12

アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉，溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設の

うち，次に掲げるもの
　　（イ）廃ガス洗浄施設　（ロ）湿式集じん施設

13
亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって，集じん機により集められたものからの
亜鉛の回収に限る。）の用に供する施設のうち，次に掲げるもの

　　（イ）精製施設　（ロ）廃ガス洗浄施設　（ハ）湿式集じん施設

14

担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及び

アルカリにより抽出する方法（焙焼炉で処理しないものに限る。）によるものを除く。）の用に供する施設の
うち，次に掲げるもの

　　（イ）ろ過施設　（ロ）精製施設　（ハ）廃ガス洗浄施設

15
別表第１第５号に掲げる廃棄物焼却炉

*1
から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄

物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
　　（イ）廃ガス洗浄施設　（ロ）湿式集じん施設

16 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）第７条第１２号の２及び第１３号
*2

に掲
げる施設

17

フロン類（特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令（平成6年政令第308号）別表１の項，
３の項及び６の項に掲げる特定物質をいう。）の破壊（プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定め

る方法によるものに限る。）の用に供する施設のうち，次に掲げるもの
　　（イ）プラズマ反応施設　（ロ）廃ガス洗浄施設　（ハ）湿式集じん施設

18
下水道終末処理施設

(第１号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)

19
第１号から第17号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水（第１号から第17号までに掲
げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り，公共用水域に

排出されるものを除く。）の処理施設（前号に掲げるものを除く。）

10
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（５）公共下水道からの放流水の水質の基準 

下水道法第 8条に基づき、公共下水道からの放流水の水質は、政令で定める技術上の基準に適

合するものでなければならないと規定されている。 

［下水道法］ 

（放流水の水質の基準） 

第 8条 公共下水道から河川その他の公共の水域又は海域に放流される水（以下「公共下水道か

らの放流水」という）の水質は、政令で定める技術上の基準に適合するものでなければ

ならない。 

［下水道法施行令］ 

（放流水の水質の技術上の基準） 

第 6 条 法第 8 条（法第 25 条の 10 において準用する場合を含む）に規定する技術上の基準は、

次の表のとおりとする。 

 

①雨水の影響の少ない時における放流水の水質基準 
水質項目 水質基準 

水素イオン濃度（ｐH） 5.8 以上 8.6 以下 

大腸菌群数 
3,000 個/ｃｍ

3 
 以下 

浮遊物質量 40 mg/L 以下 

生物化学的酸素要求量、窒素含有量及

び燐含有量 第 5 条の 5 第 2 項に規定する計画放流水質に適合する数値 

この表に掲げる数値は､国土交通省令、環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする｡ 

 

②雨水の影響が大きい時における合流式下水道からの放流水の水質基準 
水質項目 水質基準 

生物化学的酸素要求量 40 mg/L 以下 

この表に掲げる数値は､国土交通省令、環境省令で定める方法により測定し、又は推計した場合における数値と

する｡ 

 

③水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）第 3条第 1 項の規定による環境省令により、又は同条

第 3 項の規定による条例その他の条例により、前項の表に掲げる項目について同項の基準よりき

びしい排水基準が定められ、又は同項の表に掲げる項目以外の項目についても排水基準が定めら

れている放流水については、同項の規定にかかわらず、その排水基準を当該項目に係る水質の基

準とする。 

④前 3 項の規定によるもののほか、ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年法律第 105 号）第 8

条第 1 項の規定による環境省令により、又は同条第 3 項の規定による条例により、同条第 1 項の

排出基準のうち同法第 2条第 4 項に規定する排出水に係るもの（以下「水質排出基準」という。）

が定められている放流水については、その水質排出基準を同条第 1 項に規定するダイオキシン類

（以下単に「ダイオキシン類」という。）の量に係る水質の基準とする。  

 

（計画放流水質） 

第 5条の 5第 2 項に規定する計画放流水質は、次の表のとおりとする。 

処理方式 
嫌気好気 

活性汚泥法 

凝集剤添加 

活性汚泥法 
嫌気無酸素好気法 

凝集剤併用型 

ステップ流入式多

段硝化脱窒法 

＋急速ろ過 

生 物 化 学 的

酸 素 要 求 量 
15 mg/L 以下 

窒 素 含 有 量 － 20 mg/L 以下 

燐 含 有 量 3 mg/L 以下 
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下水処理に有害な物質及び施設に損傷を与えるおそれのある下水を排出する施設は、発生源対策と

して除害施設の設置等の義務づけ、直罰制度、事前チェック制度、改善命令等の規定がある。 

 

（１）特定施設・特定事業場 

特定施設とは、人の健康及び生活環境に被害を生ずるおそれのある物質を含む汚水や廃液を排

出する施設として、水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法で定められた施設をいう。 

下水道法でも、この特定施設を設置する者を特定施設の設置者、特定施設を有する事業場を特

定事業場とし、その他の事業場とは異なった厳しい規制をしている。 

 

（２）下水道への排除基準 

①直罰に係る排除基準………下水排除基準一覧表の網かけ部分 

・特定事業場（旅館は除く。）は、基準に適合しない下水を排除してはならない。（下水道

法第 12 条の 2、福岡市下水道条例第 9条）………基準に違反した場合、改善命令等を行わ

ずに直ちに罰則が適用できることになっている。（下水道法第 46 条） 

・基準に適合しないおそれがあるときは、改善あるいは排除の停止を命ずることができる。

（下水道法第 37 条の 2） 

②除害施設の設置等に係る排除基準………下水排除基準一覧表の網かけ部分以外 

・基準に適合しない下水を排除する者は、除害施設の設置又は必要な措置をしなければなら

ない。（下水道法第 12 条、第 12 条の 11、福岡市下水道条例第 9条の 2、第 9 条の 3） 

・違反した場合には、水質の改善等必要な措置を命ずることができる。（下水道法第 38 条） 

 ２ 悪質下水に関する法体系 
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下水道法の規定に基づく下水排除基準 

 

対 象 物 質 又 は 項 目 

 

単位 

 

特 定 事 業 場 そ の 他 の 事 業 場 

日平均排水

量 

50㎥/以上 

日平均排水

量 

50㎥/未満 

日平均排水

量 

50㎥/以上 

日平均排水

量 

50㎥/未満 

カドミウム及びその化合物 ㎎/L 0.03 0.03 0.03 0.03 

シアン化合物 ㎎/L 1 1 1 1 

鉛及びその化合物 ㎎/L 0.1 0.1 0.1 0.1 

六価クロム化合物※ ㎎/L 0.2 0.2 0.2 0.2 

砒素及びその化合物 ㎎/L 0.1 0.1 0.1 0.1 

水銀及びアルキル水銀その他の水

銀化合物 

㎎/L 0.005 0.005 0.005 0.005 

アルキル水銀化合物 ㎎/L 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 

セレン及びその化合物 ㎎/L 0.1 0.1 0.1 0.1 

ほう素及びその化合物※ ㎎/L 230  (10) 230  (10) 230  (10) 230  (10) 

ふっ素及びその化合物※ ㎎/L 15 (8) 15 (8) 15 (8) 15 (8) 

ポリ塩化ビフェニル ㎎/L 0.003 0.003 0.003 0.003 

ダイオキシン類※ pg-TEQ/L 10 10 10 10 

トリクロロエチレン※ ㎎/L 0.1 0.1 0.1 0.1 

テトラクロロエチレン ㎎/L 0.1 0.1 0.1 0.1 

ジクロロメタン ㎎/L 0.2 0.2 0.2 0.2 

四塩化炭素 ㎎/L 0.02 0.02 0.02 0.02 

１，２―ジクロロエタン ㎎/L 0.04 0.04 0.04 0.04 

１，１―ジクロロエチレン ㎎/L 1 1 1 1 

シス－１，２－ジクロロエチレン ㎎/L 0.4 0.4 0.4 0.4 

１，１，１－トリクロロエタン ㎎/L 3 3 3 3 

１，１，２－トリクロロエタン ㎎/L 0.06 0.06 0.06 0.06 

ベンゼン ㎎/L 0.1 0.1 0.1 0.1 

１，４－ジオキサン ㎎/L 0.5 0.5 0.5 0.5 

有機燐化合物 ㎎/L 1 1 1 1 

１，３－ジクロロプロペン ㎎/L 0.02 0.02 0.02 0.02 

チウラム ㎎/L 0.06 0.06 0.06 0.06 

シマジン ㎎/L 0.03 0.03 0.03 0.03 

チオベンカルブ ㎎/L 0.2 0.2 0.2 0.2 

フェノール類 ㎎/L 5 － 5 － 

銅及びその化合物 ㎎/L 3 3 3 3 

亜鉛及びその化合物※ ㎎/L 2 2 2 2 

鉄及びその化合物（溶解性） ㎎/L 10 － 10 － 

マンガン及びその化合物（溶解性） ㎎/L 10 － 10 － 

クロム及びその化合物 ㎎/L 2 2 2 2 

水素イオン濃度（ｐＨ）  5～9 5～11 5～9 5～11 

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） ㎎/L 600 － 600 － 

浮遊物質量（ＳＳ） ㎎/L 600 － 600 － 

ノルマルヘキサ

ン抽出物質含有

量 

鉱油類含有量 ㎎/L 5 20 5 20 

動 植 物 油 脂 類

含有量 

㎎/L 60 － 60 － 

温    度  ℃ 45 － 45 － 

よう素消費量 ㎎/L 220 220 220 220 

※各基準値は許容限度であり、pH以外の項目は記載の数値以下、pHについては記載された数値を含む範囲内となっています。 

※六価クロム化合物については、業種によっては暫定基準が適用される場合があります。詳しくは道路下水道局水質管理課へお尋ねください。 

※ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物については、海域を放流先とする下水道へ排除する場合（左の数値）と、河川等を放流先とする

下水道へ排除する場合（カッコ内の数値）では基準が異なります。また、業種によっては暫定基準が適用される場合があります。詳しくは道路

下水道局水質管理課までお尋ねください。 

※ダイオキシン類については、規制を受ける施設や地域が限定されています。詳しくは道路下水道局水質管理課へお尋ねください。 

※亜鉛及びその化合物については、業種によっては暫定基準が適用される場合があります。詳しくは道路下水道局水質管理課へお尋ねください。 
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（令和6年3月31日現在）

50m3/
日

以上

50m3/
日

未満

西
戸
崎

和
白

東
部

中
部

西
部

新
西
部

（

流
域
）

南
部

50m3/
日

以上

50m3/
日

未満

西
戸
崎

和
白

東
部

中
部

西
部

新
西
部

（

流
域
）

南
部

01の2 畜産農業又はサービス業 3 0 3 1 1 1 54 54 9 3 42

02 畜産食料品製造業 7 1 6 1 2 1 3 958 914 44 5 22 7 924

03 水産食料品製造業 12 3 9 1 7 2 1 1 391 276 115 7 354 19 6 7

04 保存食料品製造業 1 0 1 1 15 15 15

05
みそ､しょう油､食用ｱﾐﾉ酸
等製造業 6 0 6 1 1 2 1 1 75 75 22 3 21 25 4

08
ﾊﾟﾝ､菓子の製造業､
製あん業 3 0 3 1 1 1 71 71 11 25 35

10 飲料製造業 12 1 11 3 6 1 2 2,598 2,522 76 51 8 10 2,530

11
動物系飼料､有機質肥料の
製造業 2 0 2 2 21 0 21 21

12 動植物油脂製造業 1 1 0 1 140 140 140

16 めん類製造業 17 0 17 4 6 4 3 91 91 30 38 18 5

17 豆腐、煮豆製造業 16 0 16 6 6 3 1 89 89 46 20 16 8

18の2 冷凍調理食品製造業 3 1 2 2 1 228 180 48 48 180

19 紡績業、繊維製造業 7 0 7 2 1 2 2 24 24 4 3 5 12

22 木材薬品処理業 1 0 1 1 0 0 0

23の2
新聞業､出版業､印刷業又
は製版業 22 0 22 1 8 1 2 1 9 101 101 14 12 1 3 8 64

27
無機化学工業製品
製造業 1 0 1 1 15 15 15

53 ガラス製造業 2 0 2 1 1 30 30 8 22

54 セメント製品製造業 5 0 5 5 19 19 19

55 生コン製造業 20 1 19 13 3 4 126 60 66 59 64 4

60 砂利採取業 2 0 2 1 1 3 3 2 1

63
金属製品製造業又は機械
器具製造業 1 0 1 1 45 45 45

64の2 水道施設 3 1 2 1 1 1 260 250 10 250 9 1

65 表面処理施設 8 2 6 1 3 3 1 1,239 1,183 56 11 44 1,184 0

66 電気メッキ施設 6 2 4 4 2 191 119 72 106 85

66の3 旅 館 業（温泉） 11 5 6 1 7 1 2 731 612 119 280 429 4 18

66の4 共同調理場 4 3 1 2 1 1 661 624 37 329 295 37

66の5
弁当仕出屋又は弁当
製造業 8 4 4 3 1 4 647 579 68 128 50 469

66の6 飲 食 店 55 29 26 2 2 6 38 6 1 9,149 8,380 769 105 501 370 7,913 221 40

66の8 料　　亭 1 0 1 1 25 25 25

67 洗たく業 149 4 145 7 18 36 47 4 37 1,199 749 450 30 348 264 116 19 423

68 写真現像業 14 0 14 3 5 4 2 12 12 0 9 1 1

68の2 病　　院 18 18 0 3 2 5 2 6 4,566 4,566 684 507 1,921 238 1,216

69 と畜、死亡獣畜取扱業 1 1 0 1 987 987 987

69の2 中央卸売市場（鮮魚） 1 1 0 1 1,300 1,300 1,300

70の2 自動車分解整備事業 9 0 9 1 6 1 1 73 73 18 45 5 5

71 車両洗浄施設 370 2 368 13 96 63 112 5 81 1,853 183 1,670 72 385 376 543 25 453

71の2 試験研究機関 89 10 79 6 23 21 12 2 25 5,324 4,525 799 358 2,098 367 1,733 445 325

71の3 一般廃棄物処理施設 3 3 0 2 1 747 747 347 400

71の4 産業廃棄物処理施設 4 1 3 2 1 1 142 86 56 16 86 40

72 し尿処理施設 1 1 0 1 142 142 142

74 水処理施設 12 9 3 2 6 2 2 5,207 5,153 54 1,444 3,134 53 576

51 28 23 3 9 22 9 1 7 7,730 7,246 484 330 1,662 3,607 1,405 16 709

962 132 830 4 39 238 235 225 22 199 47,279 41,523 5,756 116 2,044 9,902 19,935 6,131 916 8,235

処理区別

除害施設設置事業場

合　　　　　計

　特定事業場数及び排水量（業種別・規模別・処理区別）

施
設
番
号

業　　　　種
（特定施設名）

事　業　場　数 排　水　量　（ 届出日平均排水量：m3/日 ）

総
　
数

規模別 処理区別
総
排
水
量

規模別



 

- 103 -

 
Ⅸ 

参
考
資
料 

 

 

 

令和５年度の水処理センターの施設見学者数は全体で 2,170 人であった。詳細は以下の通り。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     区   分

月   別

令和５年４月

        ５月

        ６月

        ７月

        ８月

        ９月

      １０月

      １１月

      １２月

　　６年１月

        ２月

        ３月

合      計

 小  学  生

 内  中学・高校生

 短大・大学生

 海      外

 訳  他  都  市

 一      般 0

00

16

0

0

16

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,170

0

0

0

0

146

94

39

0

0

283

416

210

0

0

0

251

137

0 28

全市

48

189 0

43

71

34

22

27

25

0

286

0

0

107

24

21

1,358

24

75

40

0

13

12

191

3

2

0

32

317

141

0

157

44

158

120

177

6

0

39

12

14

10

0

65

169 71

0

29

113 82

14

194

59

401

 東  部 西  部
中  部

(山王調整池)
和  白西戸崎 新西部 中部

水処理センター内訳

0

0

0

89

0

0

0

0

204 27

302 717 10

107 0

48 4

10

332

1,067

303

107

76

285

36

0

0

8

0

63

0

0

0

0

12

4

66

0

0

0

0

0

3

11

0

5

0

0

0

75

0

94

0

0

0

80

12

2

東部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

再生水内訳

0

0

0

0

0

 ３ 水処理センターの施設見学者状況（令和５年度末） 
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全体計画  

項目（単位） 数  値 備考（うち福岡市） 

計 画 区 域 面 積（ha） 9,581.55  （ 3,346） 

計 画 人 口（人） 703,800  （320,300） 

計 画 処 理 水 量（m3/日） 273,674  （134,802） 

管 渠 延 長（m） 29,290   

事  業  費 （億円） 2,362   

事 業 開 始 年 次 昭和46年度  

供 用 開 始 年 次 昭和50年度  

計 画 目 標 年 次 令和17年度  

    

現況（令和５年度末）  

能力（m3/日） 295,800（稼働中） 

現有高度処理能力（m3/日） 105,400（15系列中7系列導入） 

管渠（m） 29,290（整備済） 

 
流域各市の計画内容（御笠川処理区） 

項  目 
計画処理 

面  積 

計画処理 

人口(Ａ) 

日最大計 

画汚水量 

分担金 

負担割合 

令和５年度末 

処理面積 
行政人口

(B) 

処理人口

(C) 
(C)/(A) (C)/(B) 

 

福  岡  市

ha

3,345.90 

人 

320,300 

ｍ３／日

134,802 

％

49.3 

ha 

3,311 

千人

320.3 

千人

320.3 
％

100.0 

％

100.0 

春  日  市 1,379.50 111,700 39,789 14.5 1,380 111.8 111.8 100.1 100.0 

大 野 城 市 1,531.50 106,700 38,406 14.0 1,467 102.8 102.8 96.3 100.0 

太 宰 府 市 1,566.55 72,100 25,870 9.5 1,389 71.2 71.0 98.5 99.7 

筑 紫 野 市 933.60 46,500 17,149 6.3 726 50.7 50.6 108.7 99.7 

那 珂 川 市 824.50 46,500 17,658 6.4 710 49.4 48.7 104.8 98.7 

計 9,581.55 703,800 273,674 100.0 8,982 706.3 705.2 100.2 99.8 

 

※処理人口は、令和５年度末現在の住民基本台帳人口ベースの人口である。 

※人口は、少数第２位で四捨五入した値を記載しているため、合計値及び整備率の計算が合わない箇

所がある。 

※春日市、筑紫野市、那珂川市の令和５年度末処理人口は、一時的に計画処理人口を超えるが、今後

減少傾向に向かい、計画最終年度（令和17年度）は204,700人になる見込みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 御笠川那珂川流域下水道の概要 
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 ５ 政令指定都市の下水道整備状況（令和５年度末） 

上段：市域人口

下段：処理人口

（数値ベース）

1,969,912

札 幌 市 112,126 25,034 24,825 1,966,364 99.8%

（推計)

1,061,450

仙 台 市 78,635 18,045 17,353 1,048,110 98.7%

（住基)

764,193

新 潟 市 72,619 12,985 13,132 667,244 87.3%

（住基)

1,346,412

さ い た ま 市 21,743 11,698 12,575 1,280,019 95.1%

（住基)

980,931

千 葉 市 27,209 12,882 12,300 956,140 97.5%

（住基)

9,673,529

62,202 58,215 56,234 9,671,221 100.0%

（住基) （概成）

1,538,721

川 崎 市 14,435 12,728 10,723 1,531,670 99.5%

（推計)

3,767,635

横 浜 市 43,801 33,770 31,590 3,766,258 100.0%

（推計) （概成）

716,522

相 模 原 市 32,891 7,546 7,750 698,610 97.5%

（住基)

675,610

静 岡 市 141,193 10,537 9,061 596,772 88.3%

（住基)

786,792

浜 松 市 155,811 9,890 14,232 642,426 81.7%

（住基)

2,319,928

名 古 屋 市 32,646 30,261 28,470 2,305,900 99.4%

（推計)

1,436,247

京 都 市 82,783 14,980 15,627 1,428,900 99.5%

（推計)

2,777,328

大 阪 市 22,533 21,145 19,074 2,777,317 99.9%

（推計)

814,597

堺 市 14,983 10,749 10,205 802,535 98.5%

（住基)

1,492,953

神 戸 市 55,705 20,348 17,296 1,473,952 98.7%

（推計)

1,175,327

広 島 市 90,669 16,288 14,682 1,134,695 96.4%

（住基)

696,280

岡 山 市 78,995 10,416 8,140 481,682 69.2%

（住基)

923,948

北 九 州 市 49,250 20,573 16,628 922,650 99.9%

（住基)

1,645,863

福 岡 市 34,347 16,372 17,200 1,641,460 99.7%

（推計)

729,326

熊 本 市 39,032 10,795 12,381 663,956 91.0%

（住基)

東 京 都
（ 区 部 ）

市域 市街化区域 処理区域
政 令 市 名

面積情報（ha）

普及率



   

- 106 - 

 

Ⅸ 

参
考
資
料 

 

 

ア  行 

 

アセットマネジメント 

施設を一定水準に維持するとともに、計画的な施設の整備、維持管理、大規模修繕などを実施する

ことにより、施設を延命化し、ライフサイクルコストを縮減するための資産管理手法である。 

アメニティ下水道 

処理水を有効に活用することにより、従来の下水道施設の機能に更に新しい機能を付加することに

よって、オープン水路のせせらぎの回復等、市民生活を更に「アメニティ（快適）」なものにするこ

とを目的として実施されるもの。 

一律排水基準 

公共用水域に排出される特定事業場からの排水に対して全国一律に適用される排水基準であり、総

理府令で定める。水質汚濁防止上必要最低限の排水の水質を示すもの。（水質汚濁防止法第３条第１

項） 

一括設計審査（全体設計） 

事業が大規模または特殊なものであり、しかも、施工上工事を一括して施工する必要があって工期

が2ヵ年以上にわたる場合に適用される。全体設計の承認は、法律上の債務負担行為ではないが、国土

交通省の運用として、当該年度の予算の範囲内で優先的に補助金の配分を行うことにしている。 

一般会計繰入金 

地方公営企業法の規定に基づき、経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費等について、

一般会計より下水道事業会計に繰り入れるもの。毎年度総務省より示される繰出基準によるものと、

それ以外の政策的経費によるものとに分類される。 

雨水滞水池 

合流式下水道の改善として、初期雨水（ファーストフラッシュ）および雨水吐きやポンプ場からの

越流水を貯留し、排水区域から放流される汚濁負荷量を減少させる施設。 

雨水調整池 

調整池下流の下水管渠の流下能力を越える分を一時貯留することによって、雨水流出を調整するも

のである。このため、ピーク流量よりも総降雨量と降雨波形が問題となる。 

雨水沈殿池 

沈殿効果および貯留効果を利用して雨天時合流下水を処理する施設である。 

雨水滞水池が、満水になった時点で下水の流入を停止するという点で相違がある。 

上乗せ排水基準 

一律排水基準にかえて適用すべきより厳しい排水基準をいう。一律排水基準では水質汚濁防止不十

分と考えられる水域について都道府県が条例で定める。（水質汚濁防止法第３条第３項） 

S S（浮遊物質量） 

ろ過によって分離される物質をmg／Lで表わしたもので無機性のものと有機性のものとがある。汚濁

の有力な指標の１つである。 

ＮＴＴ無利子貸付制度 

日本電信電話株式会社の株式の売払収入による国債整理基金の一部を運用し、社会資本の整備の促

進を図るため、道路、公園、下水道その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な

建設の事業に要する費用に充てる資金として無利子で貸し付けるもので、昭和62年度創設、平成20年

 ６ 下水道用語解説 
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度廃止。本市下水道事業では、昭和63年度から平成4年度に借入を行った。 

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 

高速回転による大きな遠心力を利用してコンクリートを締め固めた鉄筋コンクリート管。普通管と

圧力管があり、直径150mmから3,000mmのものが製造されており、下水管渠等に広く使用されている。 

塩素消毒 

塩素は、細菌の細胞膜を通過して酵素の作用を阻害したり、高濃度では細胞の細胞膜を破壊したり

する殺菌作用がある。この作用を利用し、下水処理水中の病原性微生物等の感染力を失わせること。 

オゾン処理 

オゾンは強力な酸化力を持っており、有機物の分解、大腸菌や一般細菌の殺菌、ウィルスの不活性

化、脱色、脱臭等を行う性質がある。この作用を利用し下水の二次処理水をさらに高度処理する処理

法。 

汚濁負荷量原単位 

人間、工場及び家蓄などの発生源別の汚濁負荷量を求めるために必要なもので、それぞれの発生源

の単位当りが排出する汚濁負荷量をいう。例えば、人間の1人の1日当りの排出汚濁物の量などである。 

汚 泥 

水中の浮遊物質が重力や生物の作用あるいは凝集剤の作用によって沈殿し、蓄積し泥状になったも

のをいう。 

汚泥消化槽 

汚泥中の有機物を分解して無機物化するためのタンクをいうが、その形式には加温式と無加温式、

また一段消化と多段消化がある。 

汚泥処分 

処理された汚泥を埋立、海洋還元または緑農地還元、建設資材、土壌改良剤等の有効利用などによ

り最終的に処分することをいう。 

汚泥処理 

汚泥を濃縮、消化、洗浄、薬剤添加、脱水、焼却等により汚泥を減量、安定化、無害化させること

をいう。 

汚泥洗浄槽 

消化された汚泥はアルカリ度が高くぬるぬるし、脱水効率が悪いので、それを十分水洗いして、脱

水しやすくするためのタンクである。 

汚泥濃縮槽 

汚泥の含水率を下げ、体積を減少させるために設けるタンクをいう。汚泥の濃縮方法には重力式、

浮上式、遠心力式等がある。 

汚泥の有効利用 

下水汚泥を再生加工し、緑地や農地の有機肥料、あるいは建設資材等に利用することをいう。 

 

力  行 

 

開削工法 

下水管渠を布設する一つの工法で、溝を掘って下水管を埋設する工法であり、下水管渠埋設に広く

用いられている。 

確率年 

何年に 1 回生起する大雨かを表す指標として用いられる。なお、一度発生すればその期間は決して

起こらないということではない。 

計画降雨に採用する確率年は 5～10 年を標準とされており、都市計画中央審議会の答申において、
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21世紀初頭に向けては少なくとも10年に1回程度の大雨に対して浸水する区域を解消するよう整備を

行うこととされている。 

活性汚泥法 

下水に空気を吹き込むと、好気性菌の作用により、吸着能力が大きく沈殿性の良好な汚泥が生じ、

これを活性汚泥という。 

この活性汚泥を用いて下水を処理する方法を活性汚泥法といい、一般的な標準活性汚泥法のほか、

ステップエアレーション法、長時間エアレーション法等の各種変法がある。 

簡易処理 

下水を沈殿法によって処理することをいう。BOD、SSの処理効率はそれぞれ25～35％、30～40％と低

い。 

環境基本法 

環境の保全について基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、環

境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に

貢献することを目的とした法律である。 

環境ホルモン 

「内分泌撹乱化学物質」の俗称で、動物の生体内に取り込まれた場合に、本来、その生体内で営ま

れている正常なホルモン作用に影響を与える物質を意味している。 

近年、環境中に存在するいくつかの化学物質が、動物の体内のホルモン作用を撹乱し、生殖機能を

阻害するなどの悪影響を及ぼしている可能性が指摘されているが、詳細についてはまだ解明されてい

ない。 

管きょ更生工法 

既設管きょに破損、クラック、腐食等が発生し、耐荷能力、耐久性の低下および流下能力が保持で

きなくなった場合、既設管内面に新たに管を構築して既設管きょの更生および流下能力の確保を行う

もの。 

起債充当率 

地方債への同意・許可にあたって、各地方負担額等に対し一定率により起債発行額の限度を定めた

もので、地方債の同意等基準により定められている。 

技術検定 

技術者について下水道特有の技術的事項を試験することにより、下水道技術者の確保を図ろうとす

るものである。（日本下水道事業団法第26条第1項第4号） 

共同溝 

整然とした都市形成を図るため、上下水道、電気、ガス、電信電話等の配管、配線を共同して同一

管内で行う目的で地下に構築される大断面管(函)渠をいう。 

計画汚水量 

下水道施設を設計するに際し、管渠、ポンプ場、処理場等の施設容量を決定するために用いる目標

年次における予測汚水量をいう。 

計画目標年次 

計画の目標とすべき年次をいうが、下水道計画の場合は、施設の耐用年数、建設期間がかなり長期 

にわたることなどから原則として20年後としている。 

下水汚泥固形燃料 

 下水汚泥を主原料として、炭化、乾燥などによって固形化した燃料をいう。 
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下水処理水の再利用 

水需要のひっ迫した地域を中心に、下水処理水を水資源としてとらえ工業用水、雑用水、農業用水

等として再利用することをいう。 

下水道事業計画策定 

公共下水道又は流域下水道を設置しようとする際、あらかじめその管理者が事業計画をつくり、国

土交通大臣に協議しなければならない。これを下水道事業計画策定という。 

下水道事業債 

地方公共団体が下水道事業費の一部にあてるため負担する債務（地方債）の一種で、都市下水路を

除く下水道事業に対し同意・許可されるもので地方債計画に計上される。 

下水道使用料 

下水道の管理に要する経費を賄うため、下水道管理者が条例に基づき利用者から徴収する使用料。

水量や水質に応じて徴収される。（下水道法第20条） 

下水道整備緊急措置法 

下水道の緊急かつ計画的な整備を促進することにより、都市環境の改善及び公共用水域の水質保全

等に資することを目的とし、下水道整備五箇年計画の策定及び実施を規定している法律である。 

下水道整備五箇年計画 

下水道整備緊急措置法に基づき、政府として下水道整備の今後五箇年間に行うべき実施目標及び事

業量を定めることとされていた。 

下水道台帳 

下水道管理者が調製保管する台帳。施設の布設箇所、構造、能力等を的確に把握し、維持管理を適

正に行うため、法第23条に定められている。 

下水道法 

流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設

置、その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の

向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする法律。（昭和33年法律第

79号） 

公害防止計画 

環境基本法の規定により、公害が現に著しいか、又は、今後著しくなるおそれがある地域において

策定される公害防止に関する施策に係る計画であり、内閣総理大臣の指示に基づき、都道府県知事が

作成する。 

公共下水道 

主として、市街地の雨水をすみやかに排除し、又汚水を終末処理場で処理して河川等に放流するも

ので、市町村が事業主体となって行う最も一般的な下水道で、普通下水道といえば公共下水道を意味

することが多い。 

公共ます 

公道と民有地の境界付近に設けられ、下水道管理者が管理する桝をいい、これから取付管によって

管渠に接続される。なお、悪質下水の監視測定にも重要である。 

公共用水域 

河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域と、これに接続する公共溝渠、かんが

い用水路その他公共の用に供される水路をいう。 

高度処理 

通常行われる二次処理より高度な水質が得られる処理をいう。通常の二次処理の除去対象水質（BOD、

SS等）の向上を目的とするもののほか、二次処理では十分除去できない物質（窒素、リン等）の除去

率向上を目的とする処理を含む。 
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合流式下水道 

汚水、雨水を分離することなく同一の管渠で排除する方式で古くから下水事業を行っている都市で

採用されているが、最近では分流式が主流となっている。 

国庫債務負担行為 

財政法第15条第1項及び第2項に規定される国が金銭給付（下水道事業の場合、国庫補助金の交付）

を目的として数年度にまたがって債務を負う行為をいい、下水道事業においては、現在、工事（流域

下水道）に係るもの、用地に係るもの及び国庫補助金の分割交付制度（公共下水道）に伴うものに分

類される。 

国庫補助金の分割交付制度 

公共下水道の緊急整備と国費投入の平準化を図るため、下水道緊急整備事業費に係る５カ年分の国

庫補助金相当額について国庫債務負担行為として交付決定を行い、初年度分に当該年度分の年割額と

して1/5の補助金を交付し、後年度分4/5相当額については初年度に特別の地方債の発行が許可された。

（昭和50年度創設、平成17年度より廃止） 

コンポスト 

緑農地利用のために、脱水ケーキを好気性発酵させ安定化したもの。 

 

サ  行 

 

最終沈殿池（終沈） 

エアレーションタンク等からの流出水を沈殿させて処理水と汚泥を分離するための池をいう。 

最初沈殿池（初沈） 

微細な浮遊物をできるだけ除去して、以後の処理施設の負荷を軽減させるため、沈砂池、スクリー

ンを経た下水中の沈殿可能物質を沈殿分離するための池をいう。 

再生水 

下水の二次処理水を雑用水等の用途に再利用することを目的として、更に高度処理した水をいう。 

三次処理 

標準活性汚泥法等の高級処理（二次処理）過程を経た下水を更に高度な水質とするための処理過程

をいう。 

散水ろ床法 

下水を砕石層に散水し、空気に接触させて好気性微生物の働きによって浄化する方法で標準散水濾

床法のほか高速散水濾床法、多段式散水濾床法がある。 

ＣＯＤ（化学的酸素要求量） 

水中の有機物の量を示す指標で、水中に含まれる有機物を酸化剤によって酸化させ、消費された酸

化剤の量をそれに相当する酸素の量として示したもの。 

この数値が高いほど、有機物の量が多く水質汚濁が進んでいるといえる。湖沼や海域の水質汚濁の

指標に用いられる。 

シールド工法 

路面の掘削をさけ、交通等地上の土地利用を妨げずに管渠を築造するため、シールド機を地中で推

進させながら、その前部で掘削して、後部で鋼製または鉄筋コンクリート製のセグメントを組み立て

てトンネルを築造する工法。 
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市街化区域 

都市計画においては、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、都市計画区域を、おお

むね10年以内に市街化を図るべき区域と、市街化を抑制すべき区域に分け、前者を市街化区域、後者

を市街化調整区域という。 

紫外線消毒 

紫外線のうち、一部の波長のものは微生物・ウィルスを不活性化する性質を持つ。この性質を利用 

し、下水処理水に紫外線を照射して大腸菌などの病原性微生物の感染力を失わせること。 

地盤改良工法 

工事施工箇所の地盤が軟弱であったり、湧水が激しく工事が出来なかったりする場合、セメント、

石灰、砂等あるいは地盤凝固剤等を用いて地盤の性質を改良する工法である。 

シビル・ミニマム 

都市住民が享受すべき必要最低限の生活水準。自治体が都市住民のために教育、上下水道、交通等

生活環境改善施設として整備すべき必要不可欠な施設水準を示すものである。 

重金属類 

通常、比重4以上の金属の総称をいい、一般には比較的比重の大きい金属という意味で鉄、マンガン、

クロム、銅、水銀、カドミウムなどをいう。 

終末処理場（水処理センター、処理場） 

下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために、下水道の施設として

設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。 

受益者負担金 

国又は地方公共団体が特定の事業を行う場合にその事業に要する経費に充てるために、その事業に

より受益する者に対して課される金銭上の負担義務をいう。（都市計画法第75条） 

浄化槽（合併処理浄化槽） 

便所と連結して、し尿と雑排水を処理し、下水道法に規定する終末処理場を有する公共下水道以外

に放流するための設備または施設をいう。 

焼却炉 

下水汚泥の持っている発熱量を利用し、かつ不足する熱を補助燃料で供給して汚泥を乾燥・燃焼さ

せることで汚泥の減量化をはかる設備で流動床式焼却炉が主流である。なお、他に多段式焼却炉等の

種類も存在する。 

小口径推進工法 

管埋設路線の両端に、作業基地（立抗）を設けその坑内より推進機で、小口径管（250mm～700mm）

を推進埋設する工法。 

除害施設 

事業者等が下水道に汚水を排除する場合、下水道の処理などに障害を及ぼすおそれのある下水排水

基準に適合しない汚水は、処理施設を設置し処理しなければならない。この処理施設を除害施設とい

う。 

処理施設 

下水の水質を河川やその他の公共の水域又は海域に放流しうる水質にまで改善する施設。大別して、

水処理施設（沈砂池一初沈一曝気槽一終沈一消毒池）と汚泥処理施設（濃縮槽一消化槽一洗浄槽一脱

水機一焼却炉）とに分かれる。 
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浸入水 

下水管渠には排水すべきものとして計画された下水以外の地下水、雨水等が管渠継手部、マンホー

ルの蓋穴、マス等から浸入してくることがあるが、これらの計画外の下水を浸入水という。 

水位周知下水道 

都道府県知事または市町村長が、雨水出水により相当な損害が生じるおそれがあるものとして指定 

した公共下水道等の排水施設等。都道府県知事または市町村長は、水位周知下水道について、当該下

水道の水位があらかじめ定めた雨水出水特別警戒水位（これを一般に周知するうえでは「内水氾濫危

険水位」という。）に達したとき、水位到達情報の通知及び周知を行う。（水防法第13条の２） 

水質汚濁防止法 

公共用水域の水質の汚濁の防止を図ることを目的とした法律で、特定事業場から公共用水域への排

出水の規制等を行っている。 

水質環境基準 

環境基本法に基づき、水質汚濁に係る環境上の条件について、人の健康を保護し（健康項目）及び

生活環境を保全する（生活環境項目）うえで維持することが望ましい基準として政府が定めるものを

いう。 

推進工法 

管の先端に刃口または掘進機を装備し、掘削しつつ立坑に設備したジャッキによって管を地山に推

進する工法。 

砂ろ過 

砂をろ材としたろ過法で、下水の二次処理水などに残留するような比較的低濃度の浮遊物を分離除

去するための処理法である。砂ろ過には、ろ速圧力、流水方向などによって各種方式がある。 

施越による実施設計 

施越による実施設計は、災害その他公益上真に止むを得ないと認められる場合に限り行われる制度

である。将来の補助金等の交付を予定し、補助金等の交付申請及び決定を行うことなしに、実施設計

の承認の手続きを経たのみで事業を実施し、原則として翌年度において補助金等の交付を受けるもの

である。 

総量規制 

53年の水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全臨時措置法の改正により導入されたもので、従来の排

出水の汚濁濃度規制に対し、濃度×排水量の汚濁総量により規制する方式。 

 

タ  行 

 

ダイオキシン類 

ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン（PCDD）、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）及びコプラナーポリ

塩化ビフェニル（Co－PCB）の総称。近年、ごみ等の焼却に伴って発生することが確認されており、人

体への健康被害が指摘されている。 

大腸菌群 

グラム陰性無芽胞性の短桿菌で、乳糖を分解して酸とガスを発生する好気性または通性嫌気性の細

菌群をいう。その存在の程度は、人間のし尿による汚染の有無や汚染の程度等を示す。 

脱臭設備 

終末処理場内の処理施設からの悪臭を集め、処理して悪臭物質を除き、大気中に放気するために設

けられた設備。 
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脱水機 

主に、濃縮槽、消化槽、洗浄槽から排出された汚泥の含水率を下げるために設けられる固液分離装

置で真空脱水、加圧脱水、遠心脱水、ベルトプレス等の機種がある。 

中級処理 

下水を高速散水ろ床法、モデファイドエアレーション法その他これらと同程度に処理できる方法に

よって処理することをいう。処理効率は高級処理ほど高くない。 

調整費 

国土総合開発事業調整費の略称。公共事業の実施に当って、他省庁所管の公共事業と進度を合わせ

なければ十分な効果が発揮できない場合、進度の不均衡を調整する費用で国土交通省が所管している。

事業の部のほか、調査の部もある。 

沈砂池 

流速をゆるめて下水中の土砂などを沈殿させるための池をいい、通常ポンプ施設の前に設けるもの

をいう。 

ＤＩＤ（人口集中地区） 

市区町村の区域内で人口密度の高い調査区（1km2当たり4,000人以上）が互いに隣接して、その人口

が5,000人以上を有する地区をいう。 

ＤＯ（溶存酸素） 

水中に溶解している酸素量をいい、汚染された水中では消費量が多いのでその含有量は少なく零の

場合もあるが、水が清純であるほど飽和量に近く含有される。 

ＤＢＯ（Design Build Operete） 

公共が資金調達し、施設の設計・建設・管理運営を一括して民間事業者にて担う方式をいう。 

定住構想 

第三次全国総合開発計画の計画方式であり、「大都市への人口・産業の集中を抑制する一方地方を

振興しながら人間居住の総合的環境の形成を図る」という理念から生まれた構想である。 

特定環境保全公共下水道 

公共下水道の一種であるが、市街化区域外にある農村部の生活環境の改善あるいは、湖沼等の自然

環境の保全を目的に行う下水道である。 

特定公共下水道 

公共下水道の一種であるが、工場等の排水が非常に多いため、下水道の建設費の一部を、排水を出

す工場等を設置する事業者に負担させて事業を行うものである。 

特定施設 

水質汚濁防止法による排水規則の対象となる施設で、具体的には同法施行令で指定されている。 

下水道法上も、特定施設を設置する事業場（特定事業場）から下水を排除する者は、直罰、改善命

令等による規制の対象となっている。 

特定水域高度処理基本計画 

良好な水環境の形成や増大する水需要に対応し、湖沼、閉鎖性水域、水源河川等の水質保全を図る

ための高度処理の計画的推進を目的としており、望ましい水環境目標像を設定するとともに、これを

達成するための高度処理施設整備のアクションプログラムを策定するものである。 

特別の地方債（特債） 

国庫補助金の分割交付制度に伴い許可された地方債で、全額政府資金が充当された。交付決定を受

けた５カ年分の補助金相当額のうち、初年度に交付を受ける1/5の補助金を除いた、後年度分4/5相当
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額を初年度に発行し、これにかかる利子相当額については別途、国庫補助金が交付された。（昭和50

年度創設、平成17年度より廃止） 

都市計画区域 

都市計画は、普通都道府県が指定した区域について、土地利用、都市施設整備、市街地開発事業等

を計画するものであり、この区域を都市計画区域という。 

都市計画決定 

都市計画法の規定により、下水道施設（公共下水道、流域下水道、都市下水路）の名称、位置、区

域及び排水区域を都市計画に定めることをいう。 

都市計画事業認可 

都市計画法による都道府県知事（市町村施行の場合）国土交通大臣（都道府県施行の場合）の下水

道事業施行の認可をいう。本認可は都市計画決定、下水道事業計画（旧認可）を受けた事業に対し与

えられ、事業地、設計の概要、事業施行期間等の事業計画を決定するものである。 

都市計画税 

都市計画事業に要する経費にあてるため市町村が賦課する目的税であり、課税客体は土地及び建物、

課税標準はその価額、税率は制限率0.3％の範囲内で市町村が定める。 

都市計画中央審議会 

国土交通大臣の諮問に応じ都市計画に関する重要事項等を調査審議するために設置される国土交通

省の附属機関をいう。（都市計画法第76条） 

都市計画法 

都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項

を定めるところにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共

の福祉の増進に寄与することを目的とする法律。（昭和43年法律第100号） 

都市下水路 

市街地における雨水を排除するための下水道で、その構造は原則として開渠である。（ポンプ場が

付随する場合もある）。雨水を排除するためのものであるので処理場は有さない。公共下水道事業が

当面行われない区域で、浸水防止のため、雨水排水路を設置する必要がある場合などに採用される。 

取付け管 

汚水桝または雨水桝と排水設備および下水管渠を接続するために布設される管をいう。 

 

ナ  行 

 

内水浸水想定区域 

水位周知下水道について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、または浸水を防止すること 

により、水災による被害の軽減を図るため、想定し得る最大規模の降雨により当該下水道において氾

濫が発生した場合に浸水が想定される区域として都道府県知事または市町村長が指定した区域をいう。

（水防法第14条の２に規定される雨水出水浸水想定区域） 

ナショナル・ミニマム 

国民の全てが享受すべき最低限度の生活水準。国は、その社会的責務として国民の最低限度の生活

を保障すべきであり、そのために整備すべき制度、施設の水準を示すものである。 

日米下水処理技術委員会 

日米公害閣僚会議の合意により昭和46年に発足し、現在は日米環境協定に基づき継承されている委

員会で両国の当面する下水道技術に関する問題について討議を行っている。 
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ノルマルヘキサン抽出物質 

ノルマルヘキサンによって抽出される石油系油分、動植物油脂、フェノール等の物質で、水処理等

に悪影響を及ぼすことから下水道への排出が規制されている。 

 

ハ  行 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

一般廃棄物及び産業廃棄物の処理処分方法その他必要な事項を定め、廃棄物を適正に処理し、及び

生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする法律。

（昭和45年法律第137号） 

排水設備 

下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠等。下水道の供用開始後は、その土地

の所有者等に設置義務が課せられる。（下水道法第10条） 

ばっ気（エアレーション） 

下水または下水と活性汚泥との混合液に対して必要な酸素の供給、混合等をするために空気吹き込

みまたは機械による混合等を行うことをいう。 

ばっ気槽（エアレーションタンク） 

活性汚泥法で下水と活性汚泥の混合液を空気に接触させるタンクをいう。 

ｐＨ（水素イオン指数） 

液体の酸性、アルカリ性の程度をあらわすのに用いる。「水素イオン指数」の記号であり、下水道

の適切な維持管理をするための指標の1つである。 

ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量） 

微生物が一定時間内（通常、20℃、5日間）に水中の有機物を分解するために消費する酸素の量を表

したもので、消費された酸素の量が多いということは、水中の有機物質が多いことを意味する。河川

の水質汚濁の指標に用いられる。 

ＰＰＰ（汚染者負担の原則） 

環境汚染の費用は汚染者が支払うべきであるという原則の意味であり、昭和47年5月に開催された

OECD閣僚理事会での勧告から一般化した用語である。 

ＰＰＰ（Public Private Partnership） 

 民間事業者の資金やノウハウを活用して社会資本を整備し、公共サービスの充実を進めていく手法。

ＰＦＩ、指定管理者制度、包括的外部委託等がある。 

富栄養化現象 

生物生産性の低い貧栄養の湖沼あるいは内湾、内海等に、河川などから栄養塩類が運び込まれ、そ

の水域の栄養塩類が豊富になって生物生産が盛んになる現象をいう。 

普及率 

下水道の整備状況を表わす指標として用いられている。普及率には、面積普及率（都市計画決定面

積に対する下水道処理区域内面積の割合）及び人口普及率（総人口に対する下水道処理区域内人口の

割合）等があるが、現在ではもっぱら人口普及率が使用されている。 

伏越し 

下水管渠は処理場あるいは吐き口まで、道路等の地下に布設するが、その途中に河川、運河、鉄道、

その他の障害物がありそれらを横断する場合に管渠を一旦下げてくぐらせて布設する方法。 

分流式下水道 

汚水と雨水とを別々の管渠に集めて排除する下水道。この場合、汚水だけが処理施設に流入するこ

とになる。 



   

- 116 - 

 

Ⅸ 

参
考
資
料 

閉鎖性水域 

湖沼や内湾のように水の滞留時間が比較的長く、水の交換が行われにくい水域をいう。水理特性上

汚濁物が蓄積しやすいため水質汚濁が進行しやすく、また、その回復が容易でないという特徴がある。 

ポンプ場 

下水は処理場あるいは吐き口まで自然流下で流すのが原則であるが管渠が深くなりすぎたり、放流

先の水位が高く自然排水できない場合に、ポンプで水位を上げるために設ける施設をいう。 

 

マ  行 

 

マンホール 

下水管渠と地上を結ぶ施設で、下水管渠の検査または清掃等のために人が出入りするための施設を

いう。 

 

ヤ  行 

 

山留工法 

開削工法等で溝を掘って下水管の埋設を行う場合、溝を掘ったままであれば土砂が崩壊するため矢

板等を溝の壁に当てて土砂崩れを防止する工法のことをいう。これには木矢板、簡易鋼矢板、鋼矢板

等、矢板によるもののほか連続地中壁等現場で築造するものなどがある。 

有資格者 

下水道法により、下水道の設計、工事の監督管理、維持管理を行う場合にはある一定の資格を有す

る者が行わなければならないと規定されており、その資格者をいう。 

横出し排水基準 

水質汚濁防止法上は規制の対象となっていないが、地方公共団体の条例により、規制対象とされた

物質又は項目に係る排水基準をいう。（水質汚濁防止法第29条） 

 

ラ  行 

 

流域関連公共下水道 

流域下水道に接続するもので、独自の終末処理場を必要としない公共下水道をいう。 

流域下水道 

２以上の市町村からの下水を受け処理するための下水道で、終末処理場と幹線管渠から成る。 

事業主体は原則として都道府県である。 

流総計画（流域別下水道整備総合計画） 

河川、湖沼、海域等の公共用水域の水質環境基準を達成維持するため、水域ごとに策定する下水道

整備に関する総合的な基本計画。  
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中部水処理センターで発生する下水汚泥を肥料として有効利用するため、一次発酵から二次発酵、

袋詰め、製品保管まで一貫して行い、総合的な品質管理ができる施設として、コンポスト工場を整備

して、平成６年度にコンポスト製品（品名「博多のびのび」）の製造を開始し、製品販売は、（財）

福岡市下水道資源センター（設立 平成６年２月２８日、全額福岡市が出資）が行った。 

なお、平成 23 年度末をもってコンポスト事業は廃止し、同センターは解散した。 

 

（１）コンポスト工場の概要 

 

所在地   福岡市西区太郎丸 805 番地の 1 

敷地面積  15,149 ㎡ 

延床面積   7,992 ㎡ 

運転開始  平成６年４月 

平面発酵床貯留容器  6 床（各床約 400t） 

処理能力  30t（一日平均） 

 

 

 

 
 

（２）コンポスト製品の特徴 

「博多のびのび」は有機物や石灰を含んだ土壌改良材であり、土を活性化させ地力を増進する。 

また、窒素、りん酸なども含まれ、肥料としての効果もあり、公共事業の緑化工事、農作物、家庭

園芸など幅広く利用された。 

〈成分例〉 

有機物 石灰 窒素 りん酸 加里 苦土 ｐＨ 水分 
炭素 

窒素比 

23～25％ 25％ 1.1％ 2.8％ 0.1％ 1.1％ 8.0～8.3 20～27％ 9 

 

（３）コンポスト製品の販売状況 

区 分 
平成 17 年

度 

平成 18 年

度 

平成 19 年

度 

平成 20 年

度 

平成 21 年

度 

平成 22 年

度 

平成 23 年

度 

20 ㎏入袋 28,914 袋 25,577 袋 27,954 袋 14,083 袋 15,846 袋 15,397 袋 13,222 袋 

10 ㎏入袋 44,215 袋 50,460 袋 63,494 袋 62,893 袋 57,298 袋 45,549 袋 56,315 袋 

バラ製品 311.10ｔ 113.10ｔ 108.80ｔ 141.60ｔ 80.10ｔ 168.83ｔ 437.41ｔ 

コンポスト工場フローシート 

 

 ７ 下水汚泥コンポスト事業（参考） 



   

- 118 - 

 

Ⅸ 

参
考
資
料 

 

 

 

 福岡市は、平成2年3月末に下水道普及人口100万人を突破した。これを記念して、マンホールの蓋の

デザインを公募した結果、「下水道施設のイメージアップと市にふさわしい個性的なデザイン」とい

うテーマのもと、全国から735点の応募があった。この中から、鳥・ヨット・街並みなどを連想させる

デザインが「人の都・福岡市のアクティブなイメージ」があるとの評価を受けた現在のデザインが選

ばれ、平成3年4月から新しい蓋への切り替えが始まった。 

 

○デザイン決定理由 

・人の都、福岡市のアクティブなイメージがある 

・デザインの面白さや現代性がある 

・他都市にない斬新さ 

 

  

 

昭和55年～                             平成3年4月～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８ 下水道用マンホール蓋のデザイン 

   

 

●分流汚水・合流 

■分流雨水 

現行（平成18年4月～） 

平成18年度よりマンホール蓋の耐ス

リップ性能を向上させるため、当初

デザインを生かし、一部デザインを

加工した蓋を採用している。 

 
●分流汚水・合流 

■分流雨水 
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オリジナルデザインのマンホール蓋 

 

【「福岡ソフトバンクホークス」のデザインマンホール蓋】 

 本市に拠点を置くプロ野球球団「福岡ソフトバンクホークス」

と平成 23 年 7 月 7 日に締結した包括連携に関する協定に基づ

き、地域の活性化に関する協働事業として、福岡ソフトバンク

ホークスからキャラクターを使用したデザインマンホール蓋

（全 14 種）の寄贈を受け、地下鉄唐人町駅からみずほ PayPay

ドーム福岡までの間に設置している 

 

 

 

 

 

 

  

【「福岡市動植物園」のデザインマンホール蓋】 

 住宅都市局から、公共交通機関の利用促進を図る目的で徒歩

による来園者の誘導等に下水道マンホール蓋を利用したいと

の要請に基づき、福岡市動植物園の動物や植物の写真を使用し

たデザインマンホール蓋（全 11 種）の寄贈を受け、地下鉄薬

院大通駅から動植物園までの間に設置している。 

 

 

 

 

 

 

 

【「福岡市地下鉄／アビスパ福岡」のデザインマンホール蓋】 

交通局から、公共交通機関の利用促進を図る目的で、徒歩に

よる来場者の誘導等に下水道マンホール蓋を利用したいとの

要請に基づき、交通局のマスコットキャラクター「ちかまる」、

アビスパ福岡マスコットキャラクター「アビーくん」、地下鉄

車両等の写真を使用したデザインマンホール蓋（全 10 種）の

寄贈を受け、地下鉄福岡空港駅から博多の森球技場までの間に

設置している。 

  

  

 

 

 

 

 

【「世界水泳選手権 2023 福岡大会」のデザインマンホール蓋】 

世界水泳選手権の開催を記念し、下水道の魅力発信および大

会会場への動線となるルートやエリアにおけるおもてなし景

観づくりのため、世界水泳選手権 2023 福岡大会の大会マスコ

ット「シーライ」と「シャーニー」を使用したデザインマンホ

ール蓋（全８種）を博多区大博通り及び中央区地行浜に設置し

ている。 

 

 

 

 

©SoftBank HAWKS 
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 【FUKU51 MANHOLE PROJECT】 

平成 30 年度に、下水道事業八十八周年を迎えたことを記念

して立ち上げた「FUKU51MANHOLE PROJECT」。地下の見えない

ところで安全・安心なくらしを支えてきた、そして、これから

先も支えていく下水道の姿＝「見えないところでつながってい

る」をコンセプトとし、福岡の「福」と幸福の「福」、福岡に

「来い」と「恋」、マンホールの形「円」と人と人とのつなが

り、巡りあいの「縁」を掛け、―福恋縁結び―として、福岡市

のマンホールデザインの中に、ハートを刻んだマンホール蓋を

限定 51 枚のみ製作して、順次、設置を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

【「水位周知下水道」のデザインマンホール蓋】 

 福岡市では、令和２年度に、博多駅周辺地区において、水防

法に基づく「水位周知下水道」を全国で初めて指定しており、

大雨時に下水道の水位情報を提供することで、防災情報の充実

化を図るものである。 

本取組みを PR することを通じて、市民の防災意識の向上を

図ることを目的として、下水道の水位を観測している博多観測

所に、デザインマンホール蓋を設置している。 

  

 


